
館林市公告第４５号 

 

 

入   札   公   告 

 

 下記のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号。以下「自治令」という。）第１６７条の６第１項の規定に基づき公告する。 

 

 令和７年１１月４日 

 

 

                       館林市長 多 田 善 宏 

 

記 

 

１ 条件付き一般競争入札に付する建設工事・業務委託・物品購入の件数 

１件（個別の工事名・業務名・物品購入名、工事場所・業務場所・物品購入場所、対照番号

等は、別紙のとおり） 

 

２ 入札参加に必要な条件 

入札参加形態 単体による参加とする。 

入札参加資格 

⑴  自治令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者又は同条第

２項の規定に基づく本市への入札参加の制限を受けていない者で

あること。 

⑵  本市が発注する建設工事の請負契約、測量・建設コンサルタント

業務等の委託契約又は物件の製造契約及び物件の購入契約に係る

競争入札参加資格申請を行い、当該競争入札参加資格の認定を受け

ている者であること。 

⑶  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立てをしていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく再生手続開始の申立てをしていない者（会社更生法に

基づく更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づく再

生手続き開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなさ

れた後において、前号の競争入札参加資格の再認定を受けている

者）であること。 

⑷ 館林市建設工事請負業者等指名停止措置要綱（平成１９年館林市

告示第９３号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

⑸ 建設工事の場合にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２７条の２３の規定により経営事項審査を受け、当該経営事

項審査に係る総合評定値通知書の有効期間内の者であること。 

⑹ 対象案件ごとに定める個々の入札参加条件を満たしている者で

あること。 

⑺ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険、健

康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険及び厚生年

金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金保険に事

業主として加入している者であること。ただし、各保険について法

令で適用が除外されている場合を除く。 



３ 入札日程等（電子入札用） 
入札参加申請書
の配付期間及び
取得方法 

入札公告日から令和
７年１１月７日まで 

取得方法：館林市ホームページからダウン
ロードすること。 

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp 
見積参考資料、図
面及び仕様書（以
下「設計図書」と
いう。）の配付期
間及び取得方法 

入札公告日から入札
締切日まで 

取得方法：ぐんま電子入札共同システムから 
ダウンロードすること。 

https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/ 

入札参加申請書
及び必要書類（以
下「申請書類等」
という。）の提出
期間及び場所 

入札公告日から令和
７年１１月７日まで
（館林市の休日を定
める条例（平成元年館
林市条例第１６号）第
１条第１項に規定す
る市の休日（以下「休
日」という。）を除く。） 

入札参加申請書（様式第１号）及びその他
申請書類（様式任意）は、ぐんま電子入札
共同システムに、添付ファイルにより提出
してください（１度添付送信すると、シス
テムでは修正・訂正・追加等はできないの
で、注意すること。）。 
（９時から１９時（最終日は１６時）まで） 
※システムによる参加申請書の送付がない
場合は、参加資格が得られないときがあり
ます。また、参加申請書以外のその他申請
書類に添付漏れがあった場合、申請期間内
（１２時～１３時を除く開庁時間内、最終
日は１６時まで）に限り、その他申請書類
等について、館林市役所契約検査課におい
て直接紙による提出を受け付けます（ただ
し、窓口相談はしません）。 

入札参加資格確
認結果通知書の
配付日時及び方
法 

令和７年１１月１２
日 
１３時から 

配付方法：ぐんま電子入札共同システムに
て送付する。 

https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/ 

入札参加資格が
ないと認めた者
に対する理由の
説明の申込み及
び回答 

説明申込書の提出は、
入札参加資格確認結
果通知書を送付した
日の翌日から３日以
内（休日を除く。）に
提出すること。 

提出場所：館林市役所（４階） 
総務部契約検査課 

説明申込書：館林市ホームページからダウ
ンロードすること。 

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp 

  説明申込書の期限の
翌日から３日以内（休
日を除く。）に入札参
加資格再確認結果通
知書により回答する。 

回答方法：入札参加資格再確認結果通知書
を送付する。 

 
４ 入札の無効 
⑴ 入札参加資格のない者若しくは虚偽の申請を行った者のした入札又は入札公告において

示した条件等に関する条件に違反した入札 
⑵ 市長により入札参加資格のあることを確認された者であっても、確認の後に指名停止  

措置を受け指名停止期間中である者等、開札時点において参加資格のない者のした入札 
 
５ その他 
  入札参加申請時に申請した配置予定技術者を落札決定後に変更することは、原則認めない。 
詳細は、館林市条件付き一般競争入札共通事項による。 

  申請書類等：館林市ホームページからダウンロードすること。 
  館林市ホームページ → 事業者の方へ → 入札・契約 → 入札 → 条件付き一般

競争入札について 



別紙 
対 照 番 号 ３８ 

入 札 方 法 ぐんま電子入札共同システムにより行う。 
工 事 ・ 業 務 名 渡瀬南部第二産業団地補償物件調査業務委託 
工 事 ・ 業 務 場 所 館林市下早川田町地内 
予 定 価 格 １５,１０３,０００円（税抜１３,７３０,０００円） 
業 種 補償関係コンサルタント 等 級 － 

個々の入札参加条件 

⑴ 館林市の令和７年度 補償関係コンサルタント（物件部門）に係る競争入札参加

資格の認定を受けていること。 
⑵ 群馬県内に本店（ぐんま電子入札共同システムに登録された本店）を有してい

ること。 
⑶ 補償業務管理士の資格を有する者を、管理技術者及び照査技術者としてそれぞ

れ配置できること。（管理技術者、照査技術者の兼務はできません。） 
⑷ 令和２年度以降、本市発注の建物調査を含む補償業務の業務実績があること。 

申 請 書 類 等 

条件付き一般競争入札参加申請書（様式第１号） 
配置予定技術者の経歴書及び資格を証明するもの 
業務実績が確認できる契約図書等の写し 
市外業者にあっては、関連業者報告書（別記様式） 

工 期 ・ 履 行 期 間 契約日から 令和８年３月２３日まで 

工 事 ・ 業 務 概 要 

建物調査算定      ７件 

工作物調査算定     ３件 

附帯工作物調査算定  １５件 

動産調査算定      ４件 

発 注 課 産業政策課 

入 札 及 び 開 札 の 
日 時 及 び 場 所 

入 札 開 始 日 時 令和７年１１月２５日  ９時００分から 
入 札 書 提 出 
締 切 日 時 

令和７年１１月２８日  １２時００分 

開 札 予 定 日 時 令和７年１２月１日  午前中 
場 所 ぐんま電子入札共同システム内 

入札参加資格確認 
結 果 通 知 書 及 び 
設 計 図 書 の 配 布 

ぐんま電子入札共同システム 

設計図書に関する 
質 問 の 提 出 期 間 
及 び 提 出 方 法 

入札参加資格確認結果通知書の

通知日から令和７年１１月２１

日１５：００まで（休日を除く。） 

提出先：館林市役所（４階）総務部契約検査課へ 
持参又は電子メールにより提出すること。 
keiyaku@city.tatebayashi.gunma.jp 

設計図書に関する 
回答書の閲覧期間 
及 び 場 所 

回答した日から入札書提出締切

日まで 
閲覧場所：ぐんま電子入札共同システム内 

入 札 保 証 金 免除 契 約 保 証 金 
徴収 
契約金額の10/100 以上 

前 払 金 の 有 無 有 部 分 払 の 有 無 無 
最 低 制 限 価 格 有 積算内訳書の有無 有 
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（共通事項）                        令和７年１１月４日 

館林市条件付き一般競争入札共通事項 

 

 館林市条件付き一般競争入札の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定める

もののほか、この共通事項によるものとする。 

 

１ 公告日・入札参加形態・入札参加資格・予定価格 

 入札公告のとおり 

 

２ 入札担当部課 

 〒３７４－８５０１ 館林市城町１番１号 

 館林市総務部契約検査課 

 電話 ０２７６－４７－５１１９（直通） 

 

３ 入札参加資格の確認等 

⑴ 条件付き一般競争入札の参加希望者は、次に掲げる書類を公告に定める期限まで

に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。期限までに

申請書を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、条件付き一般競

争入札に参加することができない。 

ア 条件付き一般競争入札参加申請書（別記様式第１号） 

イ 測量・建設コンサルタント業務等の市外業者及び入札公告に定めた建設工事業 

者にあっては関連業者報告書（別記様式）  

⑵ 申請書類等の提出 

ア 提出期間・提出場所 

    入札公告のとおり 

  イ 提出方法 

   (ア) 電子入札案件 

ぐんま電子入札共同システムにより提出すること。紙による入札参加申請書の提

出は、受け付けない。 

(イ) 紙入札案件 



－ 2 － 

入札公告に記載の提出場所に持参し、提出すること。郵送、ＦＡＸ、メール等に

よる提出は、受け付けない。 

⑶ 入札参加資格の有無の確認は、申請書類等の提出期限後に行う。その結果は、電

子入札案件にあってはぐんま電子入札共同システムにより、紙入札案件にあっては

郵送により、条件付き一般競争入札参加資格確認結果通知書（以下「確認結果通知

書」という。）を申請書類等の提出期限の日の翌日から起算して５日以内（休日を

除く。）に通知する。 

⑷ その他 

  ア 申請書類等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

  イ 提出された申請書類等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

  ウ 提出された申請書類等は、返却しない。 

  エ 提出期限後における申請書類等の差替え又は再提出は、認めない。 

  オ 申請書類等に関する問合せ先は、第２項のとおり 

 

４ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 ⑴  入札参加資格がないと認められた者は、次のとおり条件付き一般競争入札参加資格

確認結果通知書についての説明申込書（別記様式第３号。以下「説明申込書」とい

う。）を市長に対して提出することにより、入札参加資格がないと認めた理由につい

て説明を求めることができる。 

  ア 提出期限 

    入札参加資格がないと認める通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を

除く。） 

  イ 提出場所 

    入札公告のとおり 

  ウ その他 

    説明申込書は、入札公告に記載の提出場所に持参すること。また、郵送、ＦＡＸ、

メール等による提出であっても、受け付けるものとする。 

 ⑵  説明申込書の提出があったときは、説明を求めることができる期限の翌日から起算

して３日以内（休日を除く。）に説明申込書を提出した者に対して書面により回答す

る。 
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５ 見積参考資料、図面、仕様書等の送付 

  入札参加資格があると認められた者に対し、見積参考資料、図面、仕様書等（以下

「設計図書等」という。）を確認結果通知書の通知に併せ、電子入札案件にあっては

ぐんま電子入札共同システム内に掲載し、紙入札案件にあっては第２項の担当部課に  

おいて配布する。 

 

６ 設計図書等に対する質問等 

⑴ 質問 

  ア 提出期間 

   入札公告のとおり 

  イ 提出先 

   入札公告のとおり 

⑵ 回答 

  ア 閲覧期間 

   (ア) 電子入札案件 

    回答した日から入札提出締切日まで 

(イ) 紙入札案件 

    入札日３日前から入札日前日まで（休日を除く。） 

イ 閲覧場所 

   (ア) 電子入札案件 

        ぐんま電子入札共同システム内  

    (イ) 紙入札案件 

第２項と同じ 

 

７ 現場説明会 

  現場説明会は、開催しない。 

 

８ 競争入札の執行 

⑴ 電子入札案件 
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 ぐんま電子入札共同システムにより行う。ただし、ＩＣカード再発行手続き中など、

やむを得ない事由があり、電子による入札ができない場合は、入札書に紙入札参加

申出書を添えて入札書受付締切日時までに提出すること。 

⑵ 紙入札案件 

ア 入札書は直接持参によるものとし、郵送、ＦＡＸ、メール等による入札は認め 

ない。 

イ 入札及び開札に当たっては、市長が入札参加資格があることを確認した旨の通 

知書又は当該通知書の写しを持参すること。 

 

９  入札方法等 

⑴ 入札に際しては、刑法（明治４０年法律第４５号）、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等を遵守すること。 

 ⑵ 入札金額は、消費税及び地方消費税の課税事業者又は免税事業者であるかにかかわ

らず、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額（税抜き金額）を入札書に記載する

こと。 

 ⑶ 入札金額は、確認結果通知書に添付する「条件付き一般競争入札注意事項」に記載

の単位とする。 

 ⑷ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は、認めない。 

 ⑸ 入札執行の回数は、１回とする。 

 

１０  最低制限価格 

最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって入札をした者のうち最低の価格で入札をしたものを落札者とする。 

 

１１ 調査基準価格 

調査基準価格を定めた場合、総合評価方式による評価値が最も高い者の入札価格が

当該調査基準価格を下回る（未満）ときに低入札価格調査を行うものとする。 

 

１２ 低入札価格調査 

⑴ 調査基準価格を下回る（未満）価格で入札をした者がいない場合は、予定価格の
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制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格で

入札をした者を落札候補者とする。 

⑵ 調査基準価格を下回る（未満）価格で失格基準価格以上の価格で入札をした者が

いる場合は、落札者の決定を保留し、館林市低入札価格調査実施要綱の規定により

落札者を決定する。この場合において、調査基準価格を下回った入札を行った者は、

調査に協力しなければならない。 

 

１３ 失格基準価格 

失格基準を定めたときは、当該失格基準価格を下回る価格で入札を行った者は、低

入札価格調査を実施することなく失格とする。 

 

１４  工事・業務費積算内訳書の提出 

工事・業務費積算内訳書（以下「積算内訳書」という。）を提出するときは、次に

掲げる事項に留意すること。 

 ⑴  入札書に記載する入札金額に対応した積算内訳書を提出すること。 

⑵ 積算内訳書の記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。  

⑶ 提出された積算内訳書は、返却しない。 

 

１５  入札保証金 

入札公告のとおり 

 

１６  契約保証金等 

 ⑴  落札者は、契約の締結と同時に次のいずれかの保証を付さなければならない。ただ

し、エの場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を本市に

寄託しなければならない。 

  ア 契約保証金の納付 

  イ 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市長が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の

保証 
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  ウ 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

  エ 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

 ⑵  前号に掲げる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の１００分の１

０以上とすること。 

 

１７  開札 

入札公告のとおり 

 

１８ 入札の無効 

次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とし、無効の入札を行っ

た者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

⑴ 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

 ⑵ 紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札 

 ⑶ 入札保証金を納付する場合において、所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担

保を納付しない者のした入札 

 ⑷ 入札書に添付して提出することが求められている積算内訳書その他の資料（以下

「添付資料」という。）を提出しない者又は不備（軽微なものを除く。）のある添付

資料を提出した者のした入札 

 ⑸ 紙入札において、記名押印のない入札 

⑹ 電子入札において、電子入札システムに係る電子認証を取得していない者のした

入札 

 ⑺ 金額を訂正した入札（訂正印の使用不可） 

 ⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

 ⑼ 明らかに連合によると認められる入札 

 ⑽ 入札に際し、不正行為のあった者の入札 

 ⑾ 同一の入札において他の入札参加者の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者

の入札 

⑿ 予定価格を事後公表している入札においては、予定価格の制限の範囲を超える入

札 

⒀ その他市長が定める入札の条件に違反した入札 
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  入札参加資格のある旨の確認を受けた者であっても、開札の時において入札公告及び

次項に掲げる入札参加資格のない者が行った入札は、入札に参加する者に必要な資格

のない者の入札とみなす。 

 

１９ 失格 

次の各号のいずれかに該当する者は、当該入札において失格とする。 

 ⑴ 指定した期限までに入札を行わず、辞退の意思がない者 

 ⑵ 紙入札において、入札開始時間までに入札会場に出席せず、辞退の意思がない者 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の

１０第２項及び館林市建設工事等最低制限価格取扱要綱（令和２年館林市告示第３８

号）の規定により最低制限価格を設定する入札においては、当該最低制限価格を下回

る（未満）価格で入札をした者 

 ⑷ 令第１６７条の１０第１項及び館林市低入札価格調査実施要綱（令和２年館林市告

示第３９号）の規定により低入札価格調査制度を適用し、失格基準価格を定めた入札

においては、当該失格基準価格を下回る（未満）価格で入札をした者 

 ⑸ 予定価格を事前公表している入札においては、予定価格の制限の範囲を超える入札

をした者 

 ⑹ その他入札執行者の指示に従わない者 

  

２０  その他 

 ⑴  申請書類等に虚偽の記載をした場合は、館林市建設工事請負業者等指名停止措置要

綱に基づく指名停止を行うことがある。 

 ⑵ 紙入札にあって、入札参加者が１者の場合には、当該入札を中止するときがある。 

 

 

 


